
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 該当地域（用途地域） 

午前９時 

～ 

午後７時 

午後７時 

～ 

午後８時 

第１種 

区域 
第１種低層住居専用地域  第２種低層住居専用地域  田園住居地域 

５５ 

デシベル 

５０ 

デシベル 

第２種 

区域 

第１種中高層住居専用地域 第２種中高層住居専用地域   

第１種住居地域      第２種住居地域      準住居地域 

６０ 

デシベル 

５５ 

デシベル 

第３種 

区域 
近隣商業地域  商業地域  準工業地域 

７０ 

デシベル 

６５ 

デシベル 

第４種 

区域 
工業地域 工業専用地域 

７５ 

デシベル 

７０ 

デシベル 

騒音防止条例による遵守事項、音量の基準について 

（拡声放送を行う広告宣伝車 ） 

「騒音防止条例」により、福岡県内では、商業宣伝を目的とした拡声放送

は、時間帯や音量が制限されています。 

 宣伝を行う者の遵守事項（第８条） 

〇 午後８時から翌日午前９時までの間は、拡声放送はできません。 

〇 学校、図書館又は病院、診療所その他の療養施設の周辺５０ｍ以内において、 

 それら施設に面して拡声放送はできません。 

 音量の基準（第３条、第５条、第６条） 

〇 拡声放送を行う場合の音量の基準は、下表の基準に５デシベルを加えた音量です。 

  学校、図書館又は病院、診療所その他の療養施設の周辺５０ｍ以内においては、 

 下表の基準から５デシベルを減じた音量です。 

※ 該当地域(用途地域)の概要については、次ページ掲載の国土交通省資料を参照してください。 



 

※ 出典：国土交通省ホームページ 


